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第１章 基本指針の概要                                            
  
１．基本指針策定の趣旨 

埼玉県東南部都市連絡調整会議（以下、「調整会議」という。）では、平成１８年度（２００６年

度）に、広域的な行政課題に関する調査研究及び広域連携事業を実施するにあたっての、草加市・

越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町（以下、「５市１町」という。）の基本的な合意の枠組み

として、「埼玉県東南部都市連絡調整会議基本指針」を策定しました。その後、平成２６年度（２０

１４年度）に、社会情勢の変化に対応するため、平成２７年度（２０１５年度）から令和６年度（２

０２４年度）までの１０年間を計画期間とした第２次埼玉県東南部都市連絡調整会議基本指針を策

定しました。 

 現在、前指針の策定から１０年が経過しようとしており、行政が取り組むべき課題がさらに多様

化・複雑化する中で、広域的な課題における５市１町の連携がこれまで以上に重要となっています。 

そこで、「第３次埼玉県東南部都市連絡調整会議基本指針」（以下、「本指針」という。）では、５

市１町における広域行政の取組状況や、これまでの調整会議の事業の総括を行い、これらを踏まえ

て調整会議の基本指針を整理しました。今後、調整会議では、この基本指針に基づき、事業を進め

ていきます。 

なお、本指針は、必要に応じて見直しを図るものとします。 

  
２．基本指針の位置づけ 

本指針の位置づけを次のとおりとします。 

 

 

 

  

埼玉県東南部

都市連絡調整会議

規約

本指針

各年度の事業計画

埼玉県東南部都市連絡調整会議規約
調整会議の目的※１と行うべき事業※２等を定めた規約

※１ 埼玉県東南部地域における調和の取れた発展をめざし、

広域的な行政課題について調査研究を行い、かつ広域的な

連携を図ること

※２ １．広域的な行政課題および共同事業による行政の

効率性の追求に関する調査研究

２．本地域における広域的な連携を図る事業

３．その他目的達成のために必要な事業

本指針
規約で定めている調整会議の目的を達成するための事業を進めて

いく上での指針

各年度の事業計画
効果的に事業を行うための事業計画



2 
 

第2章 調整会議の概要                                            
  

埼玉県東南部地域に位置する５市１町は、昭和４０年（１９６５年）に埼玉県東部清掃組合（現

在の東埼玉資源環境組合）を組織し、ごみ及びし尿の共同処理を図ってきました。平成３年５月に、

その他の広域的な行政課題についても連携を図るべく調整会議を設立し、調査研究及び広域連携事

業を行っています。 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜主な取組＞ 

開始時期 内容 

平成４年１０月 図書館広域利用 
５市１町の地域内住民の方は、５市１町の対

象となっている公共図書館・図書室において、

図書を借りることができます。 
 
 

平成９年５月 重症心身障害児施設「中川の郷」（現：中川の郷療育センター）開所 
重度の知的障害と肢体不自由が重複する児童

の治療、機能回復訓練、日常生活指導を行うた

め、共同で病院と児童福祉施設の機能を併せ

持つ、重症心身障害児施設を開所しました。 
現在は、５市１町が設立した社会福祉法人に

よって運営されています。 
平成１０年４月 公共施設の相互利用 

５市１町に在住・在勤・在学の方は、

５市１町の対象となっている文化会

館・野球場・テニスコートなどの公共

施設を同じ条件で利用することがで

きます。 
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開始時期 内容 
平成１６年８月 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム（まんまるよやく）運用 

５市１町にある対象の文化会館・

野球場・テニスコートなどの公共

施設について、パソコンやスマー

トフォンから施設の予約などがで

きます。 
 
 
 

平成２１年１月 ファミリー・サポート・センターの相互利用 
ファミリー・サポート・センターとは、地

域において、子どもの送迎や預かりなど育

児の援助を受けたい人（利用会員）と行い

たい人（提供会員）が会員となり、育児に

ついて助け合う会員組織です。 
５市１町在住・在勤の方は、自分の希望す

る市町のファミリー・サポート・センター

を利用することができます。 
 
 
 

平成２９年３月 婚活まんまるバスツアー 
未婚の男女に出会いの場を提供し、５市１町

の魅力を紹介することを目的に、名所、施設

等をバスで巡るツアーを開催しています。 
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第3章 ５市１町の主な広域行政の取組状況                             
  

住民ニーズや地域特性に基づく５市１町の広域行政の取組状況（令和６年度）については、次の

とおりです。  
◆地方公共団体相互間の協力※１及び地方公共団体の組合※２ 

種類 制度 名称 内容 

構成団体 

草

加

市 

越

谷

市 

八

潮

市 

三

郷

市 

吉

川

市 

松

伏

町 

その他 

地 

方 

公 

共 

団 

体 

相 

互 

間 

の 

協 

力 

協 

議 

会 

東埼玉消防指令業務

共同運用協議会 

管轄区域における災害通報の受信、出

動指令、通信統制及び情報の収集伝達

を基本業務とし、関係機関への連絡

等、共同運用に関する事務、庶務及び

システム管理等の管理執行事務 

● ● ● ● ● ● 

春日部市 

事 

務 

の 

委 

託 

越谷市と吉川市との

間における斎場に関

する事務の委託 

吉川市は越谷市に下記の事務を委託

する 

・火葬場に関する事務の管理及び執行 

・葬祭場に関する事務の管理及び執行 

 ●   ●  － 

越谷市と松伏町との

間における斎場に関

する事務の委託 

松伏町は越谷市に下記の事務を委託

する 

・火葬場に関する事務の管理及び執行 

・葬祭場に関する事務の管理及び執行 

 ●    ● － 

地 

方 

公 

共 

団 

体 

の 

組 

合 

一 

部 

事 

務 

組 

合 

東埼玉資源環境組合 
ごみ処理(収集運搬を除く)、し尿処理

(収集運搬を除く) 
● ● ● ● ● ● － 

埼玉県市町村総合 

事務組合 

消防災害補償、退職手当、交通災害 

共済 

● ● ● ● ● ● 

埼玉県内53市町村

（川越市、川口市、

さいたま市、行田

市を除く）及び 

36 一部事務組合 

草加八潮消防組合 

消防・救急、火薬類取締法・液化石油

ガス法・高圧ガス保安法に基づく事務

の処理 

●  ●    － 

吉川松伏消防組合 

消防・救急、火薬類取締法・液化石油

ガス法・高圧ガス保安法に基づく事務

の処理 

    ● ● － 

埼玉県都市ボート 

レース企業団 

ボートレース運営の主催事業 

● ●     

飯能市、加須市、 

本庄市、東松山市、

狭山市、春日部市、

羽生市、鴻巣市、 

深谷市、上尾市、 

入間市、朝霞市、 

さいたま市 

越谷・松伏水道企業団 
上水道、下水道（使用料徴収のみ）に

関する事務 
 ●    ● － 

江戸川水防事務組合 

江戸川右岸の水防に関する事務を 

共同処理。河川の区域は、上流から 

春日部市～松伏町～吉川市～三郷市

の 32 キロメートル 

   ● ● ● 

春日部市 

広 

域 

連 

合 

彩の国さいたま 

人づくり広域連合 

職員の人材の開発、交流及び確保に 

関する事務の処理 
● ● ● ● ● ● 

埼玉県および 

県内 57 市町村 

埼玉県後期高齢者 

医療広域連合 

後期高齢者医療制度に係る事務の 

処理（保険料の徴収、各種受付等の 

事務を除く） 

● ● ● ● ● ● 

県内 57 市町村 

※１ 地方自治法第２５２条の２、第２５２条の２の２、第２５２条の７、第２５２条の１４、２５２条の１６の２に規定される制度  

※２ 地方自治法第２８４条に規定される制度 
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◆任意の協議会（主なもの）※３ 

名称 内容 

構成団体 

草

加

市 

越

谷

市 

八

潮

市 

三

郷

市 

吉

川

市 

松

伏

町 

その他 

新たなモビリティサービスに

よる「まち」づくり協議会 

（Maas 協議会） 

協議会参加者が相互に協力・連携

して、社会的課題のため広域的な

新たなモビリティサービスによる

まちづくりを図ることを目指し、

必要な検討と調整を行う。 

● ● ● ● ● ● 

さいたま市 

埼玉県東部地域道路交通研究会 

埼玉県東部地域の各自治体が目指

すまちづくりの構想や計画を踏ま

え、東部地域における公共交通の

将来像や新たな交通システムの 

導入に向けた検討を行う。 

● ● ● ● ● ● 

春日部市 

東埼玉道路建設促進期成同盟会 

国道 4 号及び関係地域の生活関連

道路の交通量の緩和と関係地域の

生活環境の向上及び、円滑な経済

交流による地域経済の活性化を図

るため、東埼玉道路を早期に完成

させることを目的として、要望活

動等を実施する。 

● ● ● ● ● ● 

春日部市、幸手市、杉戸町、

五霞町 

地下鉄 8 号線建設促進並びに 

誘致期成同盟会 

関係地域の調和のとれた発展を推

進し、生活環境と利便性の向上を

図るため、地下鉄の建設促進並び

に誘致を早期に実現させる。 

● ● ●  ● ● 

足立区、野田市、下妻市、 

常総市、筑西市、坂東市、 

八千代町 

埼玉県南 4市まちづくり協議会 

広域的な行政課題について協議

し、魅力ある未来都市の建設を 

目指すことを目的として、５つの

専門部会及び 1 つの連絡会議を 

組織し、各テーマについて行政 

区域を越えた広域的な連携を行う。

●      

川口市、蕨市、戸田市 

首都圏業務都市首長会議 

多極分散型国土形成促進法（昭和

６３年法律第８３号）に基づき業

務核都市の形成・整備を促進し、

自立都市圏の形成を先導するた

め、業務核都市の首長が意見交換、

連絡調整等を行う場として、首都

圏業務核都市首長会議を設置す

る。 

 ●     

八王子市、立川市、青梅市、

町田市、多摩市、横浜市、 

川崎市、厚木市、相模原市、

さいたま市、熊谷市、 

川越市、春日部市、千葉市、

成田市、木更津市、柏市、

土浦市、つくば市、牛久市 

東武伊勢崎線・野田線整備促進

協議会 

埼玉県東部地域及び千葉県北部地

域の調和ある発展と鉄道利用者の

利便性の向上を図るため、東武伊

勢崎線及び野田線の整備を促進す

る。 

 ●     

さいたま市、春日部市、 

野田市、杉戸町、宮代町 

武蔵野線旅客輸送改善 

対策協議会 

越谷市を東西に横断しているＪＲ

武蔵野線が、県内の東西交通とし

てのみならず首都圏を環状に結ぶ

重要な路線であり、利用者から

様々な意見・要望が出されていた

ことから、誰もが利用しやすい鉄

道となるよう改善を図っていく。 

 ●  ● ●  

さいたま市、所沢市、 

新座市、朝霞市、川口市 

※３ 地方自治法に基づかない協議会（市長が構成員となるなど、直接関与しているものに限る） 
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第4章 調整会議の事業の総括                                       
 
 第２次埼玉県東南部都市連絡調整会議基本指針の計画期間中（平成２７年度～令和６年度）に 
実施した事業の総括については、次のとおりです。 
 

事業 実施期間 内容 評価 今後の方向性 

調査研究 毎年度 
H6 年度～ 

本地域における広域

的な行政課題および

共同事業による行政

の効率性の追求に関

する調査研究 
 

近年は費用をかけずに調査研究を

行い、抽出した共通する行政課題

の解決に有効な取組を検討できて

いることから事業内容は適切であ

る。 

引き続き費用をか

けずに実施してい

く。 

公共施設の相互利用 毎年度 
H10 年度～ 

対象の公共施設を５

市１町に在住者・在勤

者・在学者が、同一条

件で利用できる制度 
 

各市町民が他市町の施設を一定数

利用していることから、事業内容

は適切である。 

引き続き推進して

いく。 

埼玉県東南部地域公共

施設予約案内システム

（まんまるよやく） 

毎年度 
H16 年度～ 

インターネットから

５市１町の公共施設

の予約ができる 
サービス 

利用者から便利だとの意見が寄せ

られる一方で、オンライン申請や

電子決済等のニーズに対応するた

め、一部見直しの検討が必要であ

る。 
 

社会情勢に合わせ

たシステムの見直

しの検討を行う。 

婚活まんまるバスツアー  毎年度 
H 28 年度～ 

５市１町を巡る婚活

バスツアー 
概ね定員を超える応募があるが、

年々減少傾向になっており、一部

内容の見直しの検討が必要であ

る。 
 

最終的な目標であ

る定住促進に向け

た更なる内容の 
検討を行う。 

職員研修会 毎年度 
H 3 年度～ 

５市１町の職員を対

象とした研修 
自市町で実施できていない先進的

なテーマで研修を開催した結果、

受講者から業務に生かせると多く

の意見が寄せられたことから、事

業内容は適切である。 
 

引き続き先進的な

テーマ等を選定

し、開催していく。 

まんまるガイドマップ 
※調整会議３０周年 

記念事業も含む 

隔年度 
H11 年度～ 

５市１町の概要や公

共施設等の紹介する

マップ 

公共施設利用者や転入者に配布す

ることで、各市町の特色等を紹介

できた。 
一方で、時代に合わせた配布方法

の検討が必要である。 
 

ペーパーレスやデ

ジタル技術の活用

について検討を行

う。 

調整会議２５周年記念

（植樹） 
隔年度 
H13 年度～ 

調整会議設立の記念

イベント等 
プレスリリース等を行い、５市１

町で連携した取組を進めているこ

との PR につながった。 
一方で、貴重な機会となるため、

今後の周年事業は、住民に還元さ

れるように他の事業と併せて行う

など、内容の検討が必要である。 
 

今後の周年事業は

住民に還元される

ように、他の事業

と併せて実施する

など、内容の検討

を行う。 
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事業 実施期間 内容 評価 今後の方向性 

広域観光マップ 単年度 
H29 年度 

東京の観光地を起点

としたテーマ別の観

光モデルルート４コ

ースの案内を掲載し

たマップ 

社会情勢に合わせて多言語版のマ

ップを作成し、圏域のみならず浅草

等の観光案内所等に配布でき、事業

内容は適切であった。 

 

東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック

競技大会への気運醸成

に関する取組 

単年度 
H30 年度 

東京２０２０オリン

ピック・パラリンピッ

ク競技大会への気運

醸成に関する要望活

動や埼玉県が主催す

るオリンピックイベ

ントの出展 
 

５市１町共同で実施することで、単

独市町で行うことより、強く働きか

けられたことから事業内容は適切

であった。 

 

広域連携環境教育教材

作成 
単年度 
H30 年度 

生物多様性の普及を

図れる環境学習教材

の作成 

実際に住民に教材を使って、生物 
多様性の普及を啓発できた。また、

現在でも活用できる教材を作成で

きたことから、事業内容は適切であ

った。 
 

 

SAITAMA RING 
ROUTE による 
インバウンド観光の 
推進 

単年度 
H31 年度 

外国人観光客の誘引

を図るため、多言語版

広域観光ガイドマップ  
SAITAMA RING ROUTE
を紹介する動画を作

成し SNS 等で発信 
 

社会情勢に合わせて作成した動画

が想定を上回る再生回数を記録し、

周知できたことから、事業内容は 
適切であった。 

 

自治体首長 DX 研修会 単年度 
R4 年度 

自治体ＤＸの更なる

推進に向けた取組を

テーマとした首長向

けの研修 
 

社会情勢に応じた近隣地域の首長

研修会の場として適していたこと

から事業内容として適切であった。 

 

ま ん ま る バ ス ツ ア ー 

毎 年 度 (廃 止) 
H18 年度 
～ 
H29 年度 

５市１町の住民が、自

市町及び近隣市町の

名所、施設等をバスで

めぐるツアー 
 

参加者数が多いため、シティプロ 
モーションを行う機会として適し

ていたが、参加者のリピーター化や

巡るスポットの選定に苦慮するな

どの課題があり、事業を廃止した。 
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第5章 基本指針                                                  
  

埼玉県東南部都市連絡調整会議規約に定めている目的（埼玉県東南部地域における調和

の取れた発展）を達成するため、第３章と第４章の内容を踏まえた基本指針を以下に示し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 第３章「５市１町の主な広域行政の取組状況」参照。なお、掲載している取組状況

は、令和６年度時点であること、かつ任意の協議会が主なものであることから、ここ

に掲載されていない取組もある。 

基 本 指 針 

 

 

調整会議は 

既存の広域行政※では実施できない事業について 

 

 

５市１町が共同で取り組むことにより、 

 

 

 

効果が見込まれる事業を行います。 

 

▶ 住民サービス・政策効果の向上が図れる 

▶ 費用の削減や業務の効率化が図れる 

なお、新たに、地方公共団体相互間の協力及び地方公共

団体の組合（５市１町で行うものに限る。）を設置しよう

とするときは、必要となる準備や調整について調整会議

が行います。 
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資料編                                                         

１．５市１町の概要 
⑴ 草加市 

① 面積 
   ２７．４６㎢ 
 ② 総人口（令和７年１月１日現在） 
   ２５１，９９２人 

 ③ 将来都市像（第四次草加市総合振興計画） 
 草加市は、市民の皆様と共に手を取り合い、対話を通じて、パートナーシップを深め、

「このまちに住み続けたい」「このまちでこどもを育てたい」と思っていただけるような

魅力あるまちづくりに取り組み、「だれもが幸せなまち 草加」の実現を目指します。 
 なお、令和６年５月に「SDGｓ未来都市」に選定されたことから、SDGｓの理念であ

る「誰一人取り残さない」と草加市の「だれもが幸せなまち」を連動させ、市民と教育機

関、事業所、団体と力を合わせて持続可能なまちづくりを目指します。 

 ④ まちの特徴 
 草加市は、日光街道の宿場町として栄え、足立区に隣接した優れた交通の利便性等によ

り人口が増加し、発展してきました。旧日光街道、綾瀬川沿いには、一帯に美しい松並木

が広がります。今なお、『おくの細道』の時代の雰囲気を伝える風景として、国の名勝に

指定され、市民の憩いの場となっています。松並木や草加せんべいなどの地場産業が代表

するように、身近な生活の中で歴史、文化、伝統が感じられるまちです。 
 ⑤ 特産品 

 草加せんべい、皮革製品、ゆかた染め、枝豆、小松菜、くわい 
 ⑥ イベント 

 草加松原太鼓橋ロードレース大会、草加さくら祭り、草加よさこいサンバフェスティバ

ル、草加宿場まつり、草加スポーツフェスティバル、草加ふささら祭り、国際ハープフェ

スティバル、草加市農業祭 
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⑵ 越谷市 

① 面積 
   ６０．２４㎢ 
 ② 総人口（令和７年１月１日） 
   ３４２，３２７人 

③ 将来都市像（第５次越谷市総合振興計画） 
 越谷市は「水と緑と太陽に恵まれたみんなが活躍する安全・安心・共生都市」を将来都

市像としています。 
「水・緑・太陽」は、水資源や周辺部に広がる農地など緑豊かな環境にあり、その美し

い景観を大切にしながら、自然と共生する文化が受け継がれてきました。 
「安全・安心」は、行政の最大の使命は「市民が安心して暮らし続けられるまちをつく

ること」であり、それを踏まえて１０年後の将来を考えるとき、近年、頻発・激甚化する

自然災害、さらには新たな感染症などの問題・課題に正面から向き合い、これらに対応す

るための不断の努力が必要です。令和元年度（２０１９年度）に実施した「市民意向調査」

や「団体・事業所アンケート調査」においても、災害に強いまちづくりであることが、将

来の越谷市へ望むものとして上位となっています。 
「活躍・共生」は、この計画の期間は１０年間ですが、その先２０年、３０年後の人口

減少・超高齢化をはじめとするさまざまな課題をしっかり見据えて、そのことに備えるた

めの大切な１０年と捉え、個々の多様性を認め合い、市民が交流しながら、ともに支え、

地域を見守る「共生によるまちづくりを進めていくことが重要です。そのためには、市民

一人ひとりの活躍によって、越谷市にふさわしい自治を確立していくことが必要です。 
 ④ まちの特徴 

 越谷市の自然基盤は水によって形づくられており、市内には、元荒川や葛西用水をはじ

めとする多くの河川や用水が流れ、周辺部には農地が広がるなど、豊かな緑に恵まれたま

ちです。 
 ⑤ 特産品 

 くわい、太郎兵衛もち、越谷ねぎ、いちご、小松菜、山東菜、越谷スカイメロン、越谷

手焼きせんべい、越谷だるま、越谷ひな人形、越谷甲冑、越谷桐箱、籠染灯龍 
 ⑥ イベント 

 越谷市元旦マラソン、越ヶ谷宿の雛めぐり、越谷花火大会、こしがや田んぼアート、南

越谷阿波踊り、こしがや薪能、越谷市民まつり 
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⑶ 八潮市 

① 面積 
   １８．０２㎢ 

② 総人口（令和７年１月１日現在） 
   ９３，６３２人 

③ 将来都市像（第５次八潮市総合計画） 
 八潮市は将来都市像を次のように定めています。 

「住みやすさナンバー１のまち 八潮」 
八潮市には、世代を超えた交流や、互いに尊重し、支え合う地域コミュニティや歴史と

文化があります。これらを継承し、誰もが学び、ふれあい、喜びを分かち合えるまちとな

っています。 
また、八潮市は、都心に近接した交通利便性の高いまちであり、身近に水辺がある自然

を感じられるまちです。この恵まれた利便性や自然環境が活かされ、都市基盤の整備が進

み、快適でやすらぎのあるまちとなっています。 
市民と行政がともに力を合わせてまちづくりを進め、子どもからお年寄りまで全ての

人々が将来にわたって元気に、いきいきと、笑顔で暮らすことができるまちとなっていま

す。 
一人ひとりにとって、八潮市に住むこと、住み続けることを誇りに思える「住みやすさ

ナンバー１のまち」となっています。 
④ まちの特徴 
 八潮市は、都心から１５㎞圏内にあり、秋葉原駅までつくばエクスプレスで約１７分で

到着する通勤・通学にも便利なまちでありながら、水辺空間と親しみ、自然との触れ合い

が楽しめる子育てにぴったりなまちです。市内の「中川やしおフラワーパーク」では、春

には、花桃の華やかな桃色と菜の花の鮮やかな黄色のコントラストが楽しめます。また、

「やしお駅前公園」では様々なイベントが行われています。令和４年１月に市制施行５０

周年を迎え、令和６年１月には新庁舎が完成するなど、現在も発展を続けています。 
⑤ 特産品 
 白玉粉、藍染め、やしお八つの野菜（小松菜、枝豆、ねぎ、ほうれんそう、ナス、トマ

ト、山東菜、天王寺カブ） 
⑥ イベント 
 やしお市民まつり、やしお枝豆ヌーヴォー祭、やしお枝豆大感謝祭、八潮市農業祭、八

潮朝市、八潮夜市、川の駅・中川やしお花桃まつり、八潮市観光物産フェア、やしおスポ

ーツフェスティバル、八潮市内一周駅伝大会 
 
 

 
 



12 
 

                                    

 

⑷ 三郷市 

① 面積 
   ３０．２２㎢ 
 ② 総人口（令和７年１月１日） 
   １４２，１５２人 
 ③ 将来都市像（第５次三郷市総合計画） 

三郷市は「きらりとひかる田園都市みさと」を将来都市像としています。 
  地域に住んでいる人々、地域を故郷と思う人々が、三郷を誇りにすることの大切さを

感じた時、三郷のまちは光り輝きます。 
 「きらりとひかる」という意味は、三郷を誇りに思えるようなまちにすること、他には

ない、三郷の個性を見つけること、三郷らしさを創ることです。三郷市のあらゆる資源（人・

自然・地勢・産業・交通・歴史・教育など）を再確認しつつ、活力があり、ぬくもりのあ

るまちを目指します。 
 「自立都市みさと」・「活力都市みさと」・「交流都市みさと」という「まちづくりの理念」

を実現するために、豊かな自然との共生や職住近接など、人にやさしく、ゆとりとぬくも

りのある高品質（ハイクオリティ）なまち＝「田園都市」を目指します。 
 三郷市がどのまちよりも魅力的で、活力ある“まち”として機能していくために、市民

や市外の人々から、あるいは企業から三郷市に、「住み続けたい」、「行ってみたい」、「住ん

でみたい」、「立地したい」と思えるような「選ばれる魅力的なまち」になることを目指し

ます。 
 ④ まちの特徴 

 三郷市は、東京都心まで２０キロ、埼玉県の南東部に位置し、江戸川や中川などの川に

囲まれており、豊かな自然に恵まれ、四季折々の景色を楽しむことができる魅力あふれる

まちです。また、JR 武蔵野線、つくばエクスプレスの開業や常磐自動車道、首都高速道

路、東京外環自動車道、三郷流山橋有料道路の開通により、交通の要衝とし発展を続け、

近年では大型商業施設の相次ぐ開業により一層にぎわいを見せています。 
 ⑤ 特産品 

 限定特別純米酒「におどり」、三郷インター最中、小松菜、みかん、枝豆、ジューシーあ

すぱら 
 ⑥ イベント 

 三匹の獅子舞、幸房・岩野木の獅子舞、大般若経祭り、二郷半囃子・里神楽、misato style、
みさと花火大会、三郷市民まつり、みさと船着場フェスティバル 
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⑸ 吉川市 

① 面積 
   ３１．６６㎢ 
 ② 総人口（令和７年１月１日） 
   ７２，３９６人 
 ③ 将来都市像（第６次吉川市総合振興計画） 

吉川市は「幸せつながる みんなのまち よしかわ」を将来都市像としています。 
 みどり豊かな自然が感じられる快適な住環境。活気ある地域産業と先人たちが築いてき

た歴史や文化。人と人が認め合い、支え合う、健康で笑顔あふれる暮らし。 
 そこで生まれる幸せが家族や地域に広がり、共に世代を超えて未来につなぐ。そうした

まちを目指す。としています。 
 ④ まちの特徴 

 吉川市は、江戸川と中川に挟まれ、水と田園風景が広がる自然豊かなまちです。市内２

番目の駅である吉川美南駅周辺のまちづくりも進んでいます。古くからなまず料理が親し

まれた吉川では、吉川駅前の日本一大きな「金のなまず」のモニュメントをはじめ、お菓

子やグッズなど様々な形で「なまず」に出会うことができます。 
 ⑤ 特産品 

 川魚料理（なまず）、吉川ねぎ、なまず御前（清酒）、吉川のしずく（お米） 
 ⑥ イベント 

 なまずの里マラソン、八坂祭り、市民まつり 
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⑹ 松伏町 

 ① 面積 
   １６．２０㎢ 
 ② 総人口（令和７年１月１日） 
   ２７，８５４人 
 ③ 将来都市像（松伏町第６次総合振興計画） 

松伏町は「みんなの笑顔を未来へつなぐ 緑あふれるまち まつぶし」を将来都市像と

しています。 
 「みんなの笑顔を未来へつなぐ」は、人と人が世代や分野を超えてつながることで、み

んなが生きがいを持ち、笑顔で暮らす、活気・にぎわいのあるまちを次世代へつないでい

くという意味が込められています。 
「緑あふれるまち まつぶし」は、次の世代にも引き継いでいきたい、松伏町の豊かな

自然と、松伏町に住む実感としての豊かさの意味が込められています。 
 ④ まちの特徴 

 江戸川、中川、大落古利根川の３本の河川が「川」の字に流れ、春には川辺がからし菜

や桜で彩られるなど憩いの場として愛される自然が残っており、田園風景が町の景観の特

色となっています。また、県営まつぶし緑の丘公園をはじめとする緑豊かな公園も豊富で

す。 
 ⑤ 特産品 

 松伏産の米を使用した製品（日本酒・パン・ケーキ・クッキー・麺・甘酒）、コーヒー、

久寿餅 
 ⑥ イベント 

 花まつり（春・秋）、町民まつり、農業収穫祭、町民文化祭、松伏ふるさとカレースタン

プラリー、田園ホール・エローラのコンサート（随時） 
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２．埼玉県東南部都市連絡調整会議規約 
 

 （名称） 

第１条 本会は、埼玉県東南部都市連絡調整会議と称する。 

 （目的） 

第２条 本会は、埼玉県東南部地域における調和の取れた発展をめざし、広域的な行政

課題について調査研究を行い、かつ広域的な連携を図ることを目的とする。 

 （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 (１) 本地域における広域的な行政課題および共同事業による行政の効率性の追求に関

する調査研究 

 (２) 本地域における広域的な連携を図る事業 

 (３) その他目的達成のために必要な事業 

 （構成） 

第４条 本会は、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町（以下「構成市町」

という。）をもって構成する。 

 （役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会  長  １名 

（２）副会長  ５名 

（３）監  事  ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、構成市町の市長、町長の互選によりこれを定める。 

２ 副会長は、会長以外の構成市町の市長、町長をもって構成する。 

３ 監事は、会議において協議して定めた構成市町の会計管理者をもって充てる。 

 （役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する副会

長がその職務を代理する。 

３ 監事は、本会の会計を監査する。 

 （役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とし、再任は妨げない。 

２ 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員が会員の資格を失ったときは、役員の職を失う。 

 （顧問） 

第９条 本会に顧問を置くことができる。 

 （会議） 

第１０条 本会の会議は、会長、副会長をもって構成する。 

２ 会議は必要に応じて会長が招集する。 

３ 会議は必要に応じて、構成市町の幹事を出席させることができる。 
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４ 会議の議事は、出席した会員の全会一致をもって決する。 

 （会議の付議事項） 

第１１条 会議に付議すべき事項は、次に掲げるものとする。 

 (１) 規約の制定及び改廃に関すること｡ 

 (２) 事業計画に関すること｡ 

 (３) 収支予算及び決算に関すること｡ 

 (４) その他本会の目的達成に必要な重要事項 

 （幹事会） 

第１２条 会議に付議すべき事項について協議し、又は本会の運営上必要な重要事項を

調整する組織として、本会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （専門部会） 

第１３条 会長は、必要があると認めるときは、第３条各号に掲げる事項について専門

的に調査研究し、又は調整する組織として、幹事会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第１４条 事務局は、会長所在地の市町に置き庶務を所掌する。 

２ 事務局の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 （経費） 

第１５条 本会の運営に必要な経費は、構成市町の負担金、補助金その他の収入をもっ

て充てる。 

２ 前項の負担金の額は、会議において決定する。 

 （予算） 

第１６条 本会の予算は、前条第１項に規定する負担金、補助金その他の収入をその歳

入とし、本会の事務に要する経費をその歳出とする。 

（予算の調製） 

第１７条 会長は、毎会計年度予算を調製し、会議の議決を経なければならない。ただ

し、予算議決前において、必要やむを得ないものについては、執行することができる。 

 （予算の流用及び予備費の充用） 

第１８条 会長は、会議を招集する暇がないと認めるときは、予算の流用及び予備費の

充用をすることができる。 

２ 前項の規定により流用し、又は充用した場合は、会長は、次の会議においてこれを

報告しなければならない。 

（決算） 

第１９条 会長は、毎会計年度終了後に本会の決算を調製し、監事の監査を経た後、会

議の承認を経なければならない。 

 （会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わるも

のとする。 

 （出納及び出納員） 
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第２１条 本会の出納は、会長が行う。 

２ 会長は、事務局職員のうちから出納員を命ずることができる。 

３ 出納員は、本会の出納その他会計事務を掌る。 

 （雑則） 

第２２条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議にはかって定める。 

附 則 

１ この規約は、平成３年５月２７日から施行する。 

２ 会議が設立された最初の年度における会計年度については、第１６条の規定にかか

わらず会議設立の日から３月３１日とする。 

   附 則 

この規約は、平成８年５月２３日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１３年４月２７日から施行する。 

   附 則 

この規約は平成１８年４月１３日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規約は平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日以後において、地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年

法律第５３号）附則第３条第１項の規定により収入役が在職する構成市町がこの規約

による改正後の埼玉県東南部都市連絡調整会議規約第６条第３項の規定により会議に

おいて協議して定めた構成市町となった場合は、同項中「会計管理者」とあるのは「収

入役」と読み替えるものとする。 
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３．関係する地方自治法 
 

(連携協約) 

第二百五十二条の二 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方

公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事

務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、

当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに

当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当

該他の普通地方公共団体と締結することができる。 

 (協議会の設置) 

第二百五十二条の二の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共

同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行につい

て連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議

により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 

 (機関等の共同設置) 

第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三

十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第

二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に

規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一

項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは

委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員

会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を

補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に

規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会について

は、政令で定める委員会については、この限りでない。 

 (事務の代替執行) 

第二百五十二条の十六の二 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応

じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の

普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しく

は委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の

代替執行」という。)ができる。 

 (事務の委託) 

第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共

団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団

体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 

(組合の種類及び設置) 

第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 
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